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厚生科学研究費補助金（子ども家庭総合研究事業） 
研究報告書 

周産期医療体制に関する研究 
 

「母体胎児集中治療室（FMICU）の機能と必要病床数に関する研究」 

研究協力者  末原 則幸（大阪府立母子保健総合医療センター産科部長） 
 

 

研究要旨 

 東京都母子保健統計および大阪府立母子保健総合医療センターの入院の実績から、

総合周産期母子医療センターで必要な FMICU の必要ベッド数は約 7 床であると算出し

た。なお、産科診療の特性、即ちハイリスク事象の発症の予測困難性、症例の重なり

などを考慮する、ハード的には 9 床程度の FMICU ベッドを確保しておく方が望ましい

と判断される。 

 
A．研究目的 

 厚生省では安心して出産できる社会を目指して、

平成8年度より、全国各地に総合周産期医療システム

を整備するため、総合周産期母子医療センターの運

営補助と、健康保険での母体胎児特定集中治療室

（Maternal and Fetal ICU、MFICU と略す）管理加

算を認めることになった。 

 そこで総合周産期医療センターにおけるFMICUの必

要ベッド数を試算することを目的とした。 

 

B．研究方法 

  厚生省の基準では、次に掲げる疾患等、母体ま

たは胎児に対するリスクの高い妊娠について医療を

行う必要があって、常時十分な監視のもとに適時、

適切な治療を行うために、医師が母体胎児特定集中

治療室（MFICU）管理が必要であると認めたもの。a 

合併症妊娠。b 妊娠中毒症。c 多胎妊娠。d 胎盤

位置異常。e 切迫流早産。 f 胎児発育遅延や胎

児奇形などの胎児異常を伴うもの。g その他。 

1． 対象となる具体的疾患・異常の具体例 

 大阪府立母子保健総合医療センターでは、FMICU対

象患者について、上記に掲げる厚生省の基準に加え

て、次のような具体例を示した。 

1）合併症妊娠で常時、監視しつつ適切な治療を行う

必要のあるもの。通常の入院管理のみでは対象と

はならない。 

2）妊娠中毒症で母体の呼吸心拍モニターなどの厳重

な監視が必要なもの、または胎児の連続的モニタ

ーが必要なもの。通常の入院管理のみでは対象と

はならない。 

3）多胎妊娠で、継続的監視や 継続的治療が必要な

もの、また治療的羊水穿刺や酸素療法中のもの。

通常の切迫早産のみでは対象とならない。 

4）前置胎盤で出血し、母体の継続的監視が必要なも

の。 

5）切迫流早産で、継続的点滴療法が必要なもので厳

重な監視が必要なもの。通常の24時間連続の輸液

では対象としない。緊急の頸管縫縮術後で厳重監

視の必要なものは含める  

6）IUGRや胎児異常で、胎児の連続的モニタリングや

羊水穿刺、臍帯穿刺などの高度医療が必要なも

の。 

7）帝王切開の術後のみでは対象とならない。 

8）上記に疾患名（a�f）以外で 以下にしめる事例

については対象となると判断する。 

（1）分娩時・帝切時の出血多量や呼吸障害などで継

続的監視が必要なもの。（2）胎盤早期剥離およびそ

の術後。（3）子宮破裂や子宮内反およびその術後。

（4）肺水腫など。（5）人工呼吸管理をしているもの。

（6）透析をしているもの。（7）子癇およびその後な

ど 

2． 総合周産期医療センターに必要なFMICUベッド数

の試算 

1）総合週産期センターの産科部門において取り扱わ

れるであろう症例数を試算し、かつ、母体胎児集中

治療管理室（FMICU）で管理される症例数を試算した。 

 産科既往異常、偶発合併症、妊娠中の合併症・異

常、分娩時の合併症・異常、児の異常のうちIUGRや
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奇形、死産の頻度は東京都母子医療統計（1997年）で

の資料を元に若干の修正を加えた。 

 東京都母子医療統計にデータを提供している施設

は 厚生省の言う総合周産期医療センターあるいは

それに準じると考え、出生数1万に1ヶ所の総合周産

期センターにおいて地域から紹介・搬送された症例

をも含め約 1000+αの分娩を取り扱うと仮定した。 

 東京都 母子医療統計（1997）に基づいて各種産科

合併症の頻度を求めた（表1）。まず、産科合併症の

うち既往異常や偶発合併症の殆どは、妊娠初期に母

体搬送（外来紹介）されているであろう（ハイリスク

CDE）。しかし妊娠中の合併症や分娩時の合併症のい

くつかはもっと母体搬送（外来紹介および緊急の母体

搬送）されるべきものと考えられる（ハイリスクAお

よび B）。 

 ハイリスクAとBの違いはもっと多く母体搬送され

る割合による（地域で発生した50％程度をセンターで

取り扱うべきものをハイリスクAとした。地域で発生

した症例の 20％を取り扱う合併症をハイリスクBと

した。ハイリスクC、D、EはMFICUに収容される可能

性が 50％、10％、0％であるものとした 

A：ハイリスク A 

 特に重要なため今よりも総合周産期センターに集

中した方がよいと考えられる合併症 

 発生頻度Ｘ1000出生Ｘ5倍とした（地域で発生した

症例の 50％を取り扱う） 

 収容期間に差はあるが殆どを FMICU に収容する 

B：ハイリスク B   

 ハイリスクであるが今よりも総合周産期センター

に集中した方がよいと考えられる合併症 

 発生頻度Ｘ1000出生Ｘ2倍とした（地域で発生した

症例の 20％を取り扱う） 

 収容期間に差はあるが、時にFMICU に収容する（約

50％を FMICU に収容する） 

C：ハイリスク C   

 ハイリスクであるが今よりも総合周産期センター

に集中した方がよいと考えられる合併症 

発生頻度Ｘ1000出生のままとした（地域で発生した症

例の 10％を取り扱う） 

 収容期間に差はあるが時にFMICUに収容する（約

50％を FMICU に収容する） 

D：ハイリスク D 

 ハイリスクで総合周産期センターで取り扱うが

FMICU に収容する頻度が低いもの 

 発生頻度Ｘ1000出生のままとした（地域で発生した

症例の 10％を取り扱う） 

 収容期間に差はあるが時にFMICUに収容する（約

10％を FMICU に収容する） 

E：ハイリスク E 

 ハイリスクで総合周産期センターで取り扱うが

FMICU に収容する頻度が低いもの 

 発生頻度Ｘ1000出生のままとした（地域で発生した

症例の 10％を取り扱う）FMICU に収容しない。 

 

C．研究結果 

（1）総合周産期母子医療センターで取り扱い数の予

測 

 上記基準に従って、合併症・異常別に総合周産期

母子医療センターでの取り扱い数の予測をすると分

娩は 1800 分娩、FMICUに収容すべき疾患と日数は延

べ 2372.6人日であった。よって1日の平均FMICU使

用数は 5.63床であった。FMICUの使用率を80％と仮

定すると必要FMICUベッドは7床と試算できた（表2） 

（2）大阪府立母子保健総合医療センターでの MFICU

ベッドの試算 

 大阪府立母子保健総合医療センターで1998年に入

院したハイリスク症例について、合併症・異常別の

入院患者数と平均入院期間を調査しそれにもとづい

てMFICU入院患者数を試算し、予測されるMFICU入院

期間を考慮し必要MFICUベッド数を試算した（表3） 

 15 床の NICU を含む60床の新生児ベッドを有し、

100 床の産前産後ベッド（6人夜勤）と別に6床の分

娩室を有する分娩部（2 人夜勤）において約7床の

FMICU（分娩室を含む）が必要と試算できた。 

 

D．考察  

 東京都母子保健統計および大阪府立母子保健総合

医療センターの入院の実績から、総合周産期母子医

療センターで必要なFMICUの必要ベッド数は約7床で

あると算出した。なお、産科診療の特性、即ち、陣

痛発来をはじめ、産科事象の予測困難性、入院中の

あるいは外来管理中のハイリスク症例での、産科的

ハイリスク事象の発症の予測困難性、調整の困難性、

症例の重なりなどを考慮すると、FMICUベッドが恒常
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的に運用されるというよりは、ピーク時に如何に対

応するかを考える必要がある。これらの諸要因を考

慮すると、ハード的には9床程度のFMICUベッドを確

保しておく方が望ましいと判断される。 

 これらに症例の重複などは、施設規模、FMICUの規

模が小さいほど調整が困難で、ある一定の規模異常

の設備を備えることが、医療経済的にも効率的と考

えられる。 

 厚生省の「周産期医療システムの整備指針」による

と、総合周産期母子医療センターは 相当規模の

FMICU および NICUを備え、常時、母体搬送および新

生児搬送受け入れ体制を有し、合併症妊娠など母児

におけるリスクの高い妊娠に対する医療および高度

な新生児医療を行うことのできる施設と規定してい

る。さらに、ハイリスク症例の受け入れと共に、周

産期医療情報センター機能や周産期医療関係者の研

修や教育と研究を求めている。 

 大阪のような都市部では複数の総合周産期医療セ

ンターを整備することと、それぞれが特色のある総

合周産期医療センターとして機能することが求めら

れている。 

 さて、既に述べたMFICUを高率的に運用するために

は適正な規模は必要である。FMICU（分娩室を含む）

が常時稼働するような診療規模が必要である。3交代

勤務（あるいは2交代勤務）であっても常時FMICUが

稼働する症例数が必要で、分娩数では1日4-5件の分

娩数がいる。 

 帝王切開を含む産科手術は常時発生する可能性が

あるので、産科専用の手術室が必要であるが、経営

的にも350程度かそれ以上の手術件数がないと独立し

た手術室の運用が難しい。 

 ハイリスク症例の診療や緊急手術に対応するため

に MFICU（分娩室を含む）の医師が常駐できる診療規

模が必要である。即ち、ハイリスク症例の診療や緊

急手術に対応するために、常時2名以上の医師の勤務

が必要である。 

 外来勤務を含めた必要職員数に関しては多田裕 

「地域周産期医療システムの評価に関する研究」厚生

省心身障害研究、ハイリスク児の総合的ケアシステ

ムに関する研究班（主任研究者小川雄之亮）平成6年

度報告書、1995.3、5-8Pを参照していただきたい。 

E．結論 

 東京都母子保健統計および大阪府立母子保健総合

医療センターの入院の実績から、総合周産期母子医

療センターで必要なFMICUの必要ベッド数は約7床で

あると算出した。なお、産科診療の特性、即ちハイ

リスク事象の発症の予測困難性、症例の重なりなど

を考慮すると、ハード的には9床程度のFMICUベッド

を確保しておく方が望ましいと判断される。 
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